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※ 元号表記の取り扱いについて 

 

来年度以降の元号表記については、2019 年 5 月に改元されることとされていますが、

平成 31 年 1 月現在、国からは取り扱いについての方針は示されておらず、また新元号

は平成 31 年 4 月 1 日に公表される予定です。 

したがいまして、本稿での元号表記の取り扱いについては、西暦表記のみとした場合

と比べ、仮の現在の元号表記を引き続き西暦表記と併記した方が判別しやすいため、西

暦表記と現在の元号を便宜的に用いた和暦表記を併記しています。 
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第１章 経営戦略の策定趣旨と位置づけ 

１．経営戦略の策定趣旨 

  本市水道事業は、1953（昭和 28）年 2 月の創設以来、給水区域の拡大を図るととも

に、人口増や生活水準の向上並びに市内経済の発展等による水需要の増大に対応するた

め、5 次にわたる拡張事業を実施し、水の安定供給に努めてきました。 

事業面では、2007（平成 19）年 3 月「泉佐野市水道ビジョン-2008 年度～2017 年

度-」を、2018（平成 30）年 3 月には「泉佐野市水道ビジョン（第 2 版）-2018 年度～

2027 年度-」を策定し、水道事業の取り組みを進めてまいりました。 

一方で、上水道を取り巻く環境の大きな変化によって新たな課題が山積されていま

す。これまでの拡張事業で整備した多くの水道施設で老朽化が進んでおり、老朽化した

施設の更新や今後 30 年以内に発生が予想される南海トラフ巨大地震等に向けての施設の

耐震化には多額の費用が必要となるため、今後の財政運営は一段と厳しくなっていくも

のと見込まれます。 

このような状況に対応し、水道施設や管路の計画的な更新を進め、施設や管路の健全

性を維持していくためには、組織や事務事業の効率化、施設管理の見直し等経営基盤強

化のための取り組みを一層推進することが必要です。また、持続可能な水道事業を実現

するための更新計画として策定された「泉佐野市配水管路更新計画」、「泉佐野市水道事

業アセットマネジメント」を踏まえた投資財政計画を策定し、中長期的な視野で事業経

営に取り組んでいくことが重要です。 

このため、泉佐野市水道ビジョンに水道事業の理想像として掲げている「安全で良質

な水を安定的に供給し、お客様に信頼される水道事業」の実現に向けて、中長期的な経

営の基本計画である「泉佐野市水道事業経営戦略」を策定するものとします。 
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２．位置づけ 

厚生労働省は、水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、これまでの「水道ビ

ジョン（2004（平成 16）年策定、2008（平成 20）年改訂）」を全面的に見直し、50 年

後、100 年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、取り組みの目指すべき

方向性やその実現方策、関係者の役割分担を提示した「新水道ビジョン」を策定し、安全

（水道水の安全の確保）、強靭（確実な給水の確保）、持続（供給体制の持続）の３つの観

点から、各水道事業体に水道事業ビジョンの策定を求めています。 

また、総務省からは、「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書」（2014

（平成 26）年 3 月付け）、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（2014（平

成 26）年 8 月 29 日付け）、「経営戦略の策定推進について」（2016（平成 28）年 1 月

26 日付け）が公表され、経営の基本計画として、「経営戦略」を 2020（平成 32）年度ま

でに策定するよう求めています。 

さらに、大阪府は、「大阪府水道整備基本構想（おおさか水道ビジョン）」で府域水道の

将来像が示され、用水供給元の大阪広域水道企業団では「大阪広域水道企業団将来構想

（WATER WAY2030）」を公表しています。 

こうした流れの中、本市では、上位計画である総合計画「第５次泉佐野市総合計画

（2019（平成 31）年３月策定）」の中で示されている安全で良質な水道水を安定的に供

給するための基本方針に沿って、「泉佐野市水道ビジョン」、「大阪府水道整備基本構想

（おおさか水道ビジョン）」、「大阪広域水道企業団将来構想（WATER WAY2030）」の視

点に留意し、「泉佐野市水道事業アセットマネジメント」及び「泉佐野市配水管路耐震化

計画」を踏まえて中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定し、経営基盤の強化と

財政マネジメントの向上に取り組むこととしています。 
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３．計画期間  

2019（平成 31）年度から 2028（平成 40）年度までの 10 年間 

 

「経営戦略策定ガイドライン（総務省）」における「中長期的な視点から経営基盤の強

化等に取り組むことができるように、計画期間は 10 年以上を基本とする」という考え方

を踏まえ、長期的な安定を見据えた中で 2019（平成 31）年度から 2028（平成 40）年

度までの 10 年間を本計画の計画期間とします。

図表 1-1 泉佐野市経営戦略の位置付け 
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第２章 水道事業の現状と課題 

１．事業の概要  

（2018（平成 30）年 3 月 31 日現在）   

 

 

 

 

 

 

 

 

※法適：地方公営企業法の規定を適用する企業、非適：地方公営企業法の規定を適用しない企業 

 

＜水道事業のあゆみ＞ 

年 月 内   容 
計画給水人口 

（人） 

計画一日 

最大給水量

（㎥） 

S28 年 2 月 上水道創設事業認可 23,500 4,230 

  3 月 泉ヶ丘府営住宅簡易水道設置工事竣工・給水開始     

S30 年 ４月 供用開始     

 7 月 
中庄受水池竣工     

旧市内の一部へ給水開始（鶴原～羽倉崎）     

S32 年 3 月 上水道創設事業変更認可     

  4 月 泉ヶ丘府営住宅簡易水道上水道に統合（後に廃止）     

S34 年 3 月 南中安松、岡本及び長滝簡易水道竣工・給水開始     

S36 年 1 月 第１次拡張事業認可 36,760 11,543 

  7 月 中庄浄水場竣工（深井戸自己水浄水処理運転開始）     

S38 年 12 月 第２次拡張事業認可 70,000 38,500 

  7 月 日根野浄水場竣工（水源深井戸）     

S41 年 3 月 大木簡易水道設置事業竣工・給水開始     

S43 年 3 月 第２次拡張事業変更認可 70,000 38,500 

  12 月 樫井簡易水道を上水道に統合     

供用開始年月日 1955（昭和 30）年４月１日 

法適(全部・財務)・非適の区分※ 法適用（全部） 

計画給水人口 107,400 人 

現在給水人口 100,588 人 

給水戸数 46,293 戸 

配水能力 72,380 ㎥／日 

一日平均配水量 38,285 ㎥／日 
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年 月 内   容 
計画給水人口 

（人） 

計画一日 

最大給水量

（㎥） 

S45 年 3 月 第３次拡張事業認可 100,000 50,000 

S49 年 4 月 大木簡易水道第１次拡張事業認可申請     

  11 月 第３次拡張事業変更認可 100,000 50,000 

S52 年 3 月 長滝簡易水道上水道に統合（後に簡易水道廃止）     

  7 月 第４次拡張事業認可 109,500 73,800 

  7 月 日根野浄水場受水池築造工事竣工（府営水道７拡分岐）     

H4 年 2 月 中庄浄水場廃止（日根野低区配水区に統合）     

  3 月 第５次拡張事業認可 107,400 102,100 

  7 月 
関西国際空港へ給水開始     

南大阪湾岸整備事業（りんくうタウン）給水開始     

  4 月 大木簡易水道上水道に統合     

H14 年 3 月 第５次拡張事業を打切り施設整備事業として統合     

  3 月 日根野浄水場排水処理施設更新工事竣工     

  9 月 災害対策連絡管布設工事竣工     

H19 年 4 月 事業認可の変更届出  103,300  58,600 

H21 年 3 月 高区配水に伴う配水管布設工事竣工     

H22 年 1 月 緊急遮断弁設置工事竣工     

H23 年 2 月 中区 2 号配水池耐震補強工事竣工     

H24 年 1 月 中区 3 号配水池耐震補強工事竣工     

H28 年 3 月 
排水処理施設乾燥機更新工事竣工     

中央管理棟耐震補強工事竣工     
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２．給水の状況 

（１）給水人口と有収水量 

  本市の総人口は、第 5 次泉佐野市総合計画に記載されている通り、2009（平成 21）

年をピークに人口が減少に転じましたが、2010（平成 22）年 100,801 人、2015（平

成 27）年 100,966 人と再び増加に転じており、その後は概ね横ばいで推移することを

予測しています。 

給水人口についても、2017（平成 29）年度には 100,588 人ですが、2028（平成

40）年度には 101,693 人、2038（平成 50）年度には 101,688 人、2058（平成 70）

年度には 100,453 人となり、40 年間概ね横ばいで推移することを予測しています。 

有収水量についても、2017（平成 29）年度は 12,596 千㎥ですが、2028（平成

40）年度には 12,756 千㎥、2038（平成 50）年度には 12,721 千㎥、2058（平成

70）年度には 12,566 千㎥となり、給水人口同様に概ね横ばいで推移することを予測し

ています。 

しかしながら、省エネ・節水機器の普及及び節水意識の向上により、給水人口が横ば

いでも有収水量が低減する可能性もあります。こうした水需要の構造の変化により水需

要が低迷し、給水収益の減少につながれば、水道事業の経営状況に影響を及ぼします。

また、施設の利用に対して施設の規模（能力）が過大になることで施設利用率が低下

し、効率的な経営に影響を及ぼします。そのため、水道施設の更新の際には、水需要に

応じて施設規模の適正化を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-1 給水人口と有収水量の見通し  
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（２）水利用の状況 

① 給水件数 

給水件数は、「家事用」が、全体の 96％を占めています。また、総給水件数は増

加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-2 給水件数の推移 

※事用等：25mm 口径以上、家事用：20mm 口径以下 

② 使用水量 

使用水量は、「家事用」が、全体の 70％を占めていますが、近年は横ばいで推移

しています。一方、「事業用等」は、2014（平成 26）年度に関西国際空港関連の企

業において一時的に減少しましたが、その後、関西国際空港関連を中心に増加傾向

にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-3 使用水量の推移 
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３．水道施設や管路の状況 

（１）水道施設の状況 

現在、本市は年間総配水量の約 85％を大阪広域水道企業団から受水しています。残り

の約 15％は、本市内の大池・稲倉池を水源とし、その表流水を本市水道事業の日根野浄

水場において浄水処理された「自己水」を使用しています。 

「企業団水」及び「自己水」の 2 系統の水道水は、本市水道事業の主要施設である日根

野浄水場、泉ヶ丘第１・第２配水場を拠点として配水しています。 

 

浄水施設の状況    

名 称 竣 工 年 処理能力(㎥/日) 配水能力(㎥/日) 

日根野浄水場 1976（昭和 51）年 6月 10,710  62,600  

配水施設の状況   

名 称 竣 工 年 配水能力(㎥/日) 

中庄配水場（休止中） 1994（平成 6）年 4月 25,000  

泉ヶ丘第 1配水場 2002（平成 14）年 5月 
8,100 

泉ヶ丘第 2配水場 1974（昭和 49）年 4月 

水呑配水場 1995（平成 7）年 3月 1,040  

 

1976（昭和 51）年に施設及び設備の取得価額が最も多くなっていますが、これは日根

野浄水場が竣工したことによります。施設（浄水場及び配水池等）の耐用年数は 50 年～

60 年であるため、2026（平成 38）年以降に法定耐用年数を経過し、それ以降、多額の

更新投資が必要となる見込みです。 

 

図表 2-4 施設及び設備の年度別の取得価額 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

（単位：百万円）

S30年 供給開始 S49年 泉ヶ丘第２配水場竣工 H6年 中庄配水場竣工

S51年 日根野浄水場竣工 H14年 泉ヶ丘第１配水場竣工
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泉佐野市の水道施設位置図 

日根野浄水場の全景 
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≪関連指標の推移≫ 

指 標 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 用語説明（算式） 

施設利用率 

(%) 
54.4  53.0  52.2  52.1  52.9  

1 日平均配水量(㎥)÷1 日配水能力(㎥)×100 

施設がどれだけ効率的に利用されているかを表す指

標。数値が高いほど施設効率が高い。 

有形固定資産 

減価償却率 

(%) 

38.0  40.6  41.6  42.7  43.3  

有形固定資産減価償却累計額÷ 

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの

程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合

いを示す指標。 

 

施設利用率は減少傾向にあり、類似団体平均 64.9％（第 2 章６．（３）他団体と比較し

た経営状況(P22)を参照）に比べて施設の利用効率が低くなっています。また、有形固定

資産減価償却率は増加傾向にあり、資産の老朽化が進行してきています。 

このため、今後、施設の効率的な利用及び合理化（スペックダウン）等の検討が必要と

なり、上述と併せて、計画的に資産を更新していく必要があります。 

 

 

中庄配水場 水吞配水場 

泉ヶ丘第 1 配水場 

 

泉ヶ丘第 2 配水場 
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（２）管路の状況 

2017（平成 29）年度の本市内の管路総延長は 460,986ｍで、布設年度別にみると、

管路の法定耐用年数である 40 年を経過した経年化管路は約 24％にあたる 111,383ｍと

なっています。（供用開始当時の老朽管については、ライニング処理しているものもあり

ます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の管路更新率は類似団体平均より低く、管路経年化率は過去５年間のいずれも類似

団体平均より高くなっています（老朽化が進んでいる状況）。 

このため、「泉佐野市水道事業アセットマネジメント」に基づいて計画的に老朽化した

管路の更新を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※類似団体比較の対象として、総務省「経営比較分析表」における類似団体区分 A3（10 万人以

上 15 万人未満）かつ受水割合が 80％以上の 21 団体（泉佐野市を除く）の平均としていま

す。2017（平成 29）年度の類似団体平均は経営戦略策定時点で未公表のため記載していませ

ん。 

  

図表 2-6 管路更新率の推移 図表 2-7 管路経年化率の推移 

図表 2-5 年度別布設延長 
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（３）耐震化の状況 

本市は南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、地震調査研究推進本部の公

表では今後 30 年以内の地震の発生確率が 70％～80％と非常に高くなっています。 

 日根野浄水場内の各施設を対象に、2007（平成 19）年度に新耐震基準に基づく耐震診断

を実施した結果、耐震性が低いと判定された中区配水池 3 池のうち２池（容量 4,000 ㎥、

5,000 ㎥）については、2010（平成 22）年度～2011（平成 23）年度に耐震補強工事を

実施しました。残りの 1 池（容量 3,000 ㎥）は耐震工事が不可能なため、使用していない

状況です。 

 また、2017（平成 29）年度末時点の管路の総延長は 460,986ｍであり、そのうち耐震

性能を有する管路は 34.1％となっています。 

 

平成 24 年度以降に布設している管路に占める耐震管の割合は 95％超であり、図表 2-15

のとおり、直近５年の管路及び基幹管路の耐震適合率は増加傾向にあります。 

今後は、重要給水施設配水管路の耐震化を早期に進めるとともに、耐震性が特に低い塩化

ビニル管や鋳鉄管等の更新・耐震化を計画的に進めていきます。 

 

 

  

図表 2-9 管路及び基幹管路の耐震適合率の推移 

図表 2-8 耐震性能を有する管路の割合 
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（単位：％）

管路耐震適合率 基幹管路耐震適合率
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（４）施設・管路の見通し 

上述のとおり、いまだに耐震化が行われていない管路があり、管路更新率についても

類似団体平均（第 2 章６．（3）他団体と比較した経営状況(P22)を参照）より低い状況

です。今後、法定耐用年数が差し迫ってくる管路の増加が見込まれるため、管路等の更

新を計画的に行っていく必要がありますが、とりわけ重要管路や重要給水施設配水管路

の耐震化を急ぎ、災害に強い管網の整備を進めていくとともに、漏水修理が多い老朽配

水管も優先的に更新を行い、配水量に応じて管口径をダウンサイジングして更新費用の

縮減を図り、経営の安定化に努めます。 

また、浄水施設については、ろ過池等の施設の耐震化を進めるとともに、主要機器の

更新を図ります。 

 

 

 

 

  

浄水施設 

耐震管 
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４．料金の状況 

（１）現在の料金体系 

  本市水道事業の水道料金は、（基本料金＋使用水量に応じた超過料金）と消費税相当額

で構成されています。そのうち超過料金は多く使用するほど 1 ㎥当たりの単価が高くな

る逓増型料金体系となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 2-10 水道料金体系 

[2009（平成 21）年 4 月 1 日改定］ 

税抜額

メーター使用料

金額

（円）

水量

（㎥）

金額

（円）

水量

（㎥）

１㎥当り単価

（円）

1~10 50

11~20 160

21~30 185

31~50 230

51~100 290

101~ 320

25 160 0~25 3,400 基本超~100 290

40 400 0~40 7,500 101~500 320

50 2,000 0~50 9,900 501~1000 365

75 2,700 0~75 16,500 1001~ 390

湯屋用 0~200 10,800 201~ 120

特殊用 0~5 2,200 6~ 700

受水槽以下

水量差分
- 0 1~ 185

320

501~1000 365

1001~ 390

基本超~500

従量料金

13

20

60

140

- 500

用途

家事用

口径に応じて、

上記のメーター使用料

がかかります。

口径

(mm)

基本料金

中大口径用
100

150

4,000

7,500

0~100

0~150

23,300

38,200
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（２）料金についての考え方 

地方公営企業では経営に要する経費は経営に伴う収入（料金収入）をもって充てる独立

採算制が原則とされています。このため、経営改善に取り組みつつ黒字経営を行い、資金

不足が生じないよう適切な水道料金を設定しています。 

 

（３）料金改定の状況 

本市は、累積赤字を解消するため、2009（平成 21）年 4 月に平均改定率 6.1％の料

金改定（値上げ）を実施して以来、料金改定を行っていません。 

 

≪関連指標の推移≫ 

指 標 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 用語説明（算式） 

料金回収率 

（％） 
108.0  114.8  113.8  114.8  111.6  

供給単価÷給水原価×100 

供給単価の給水原価に対する割合を示す。水道事業の

経営状況の健全性を示す指標の一つである。料金回収

率が 100％を下回る場合、給水にかかる費用が料金収

入以外の収入で賄われていることを示す。 
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５．組織の状況 

（１）組織の状況 

組織図は下図のとおりです。（2018（平成 30）年 4 月現在） 

＜課・係ごとの主な職務＞ 

課  名 係  名 主  な  事  務 

上下水道総務課 上水道総務係 

職員の人事、事業の基本計画、予算の編成・執行及び決算、水道使用許可並びに

休廃の受付、使用水量の点検、水道料金等の徴収・問い合わせ、水道料金滞納整

理等 

水道工務課 

給配水係 
給水工事申込の受付及び処理、開発等に係る給水協議、配水管の維持管理、給

配水管の修繕工事 

施設管理係 
取水・受水の計画及び調整、浄水場の運転管理、浄水施設の保守点検及び維持

管理、排水処理施設の管理 

計画係 
水道施設の計画策定及び統計調査、水道施設工事・受託工事の設計、施工及び

監督、交付金等の各種認可申請 

水質係 水質の検査及び報告、水質検査薬品の貯蔵管理、水質計器の操作及び維持管理 

 

  

施設管理係

計画係

水質係

水道事業管理者 上下水道局 上下水道総務課 上水道総務係

水道工務課 給配水係
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（２）職員の状況 

本市では、安定かつ持続可能な事業経営を目指すために上下水道部局に統合し、民間

への業務委託化等による組織のスリム化を図ってきた結果、水道事業に携わる職員数

は、2008（平成 20）年度の 36 人から、2017（平成 29）年度には 23 人となり、約

36％の減員となっています。しかし、職員の年齢はすべて 40 歳以上であり、職員の高

齢化が進んでいることから、組織体系の最適化や水道技術の継承を図る必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員数の年度別推移（管理者及び再任用職員を除く。）       （単位：人）  

  H25年 H26年 H27年 H28年 H29年   

技術職員数 9  9  9  9  8    

事務職員数 19  18  18  15  15    

合計 28  27  27  24  23    

  

職員年齢構成（管理者及び再任用職員を除く。） （単位：人） 

年 齢 
損益勘定支弁職員 資本勘定支弁職員 

合 計 
事務職員 技術職員 小計 事務職員 技術職員 小計 

40歳以下 0 0 0 0 0 0 0 

41～45歳 3 0 3 0 0 0 3 

46～50歳 6 0 6 0 2 2 8 

51～55歳 4 3 7 0 1 1 8 

56歳以上 2 0 2 0 2 2 4 

合計 15 3 18 0 5 5 23 

  

図表 2-11 職員数の推移（管理者及び再任用職員を除く。） 

36 37 

33 
30 29 28 27 27 

24 23 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

(人)
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（３）組織の見通し 

2007（平成 19）年度に実施した補償金免除の繰上償還を行うにあたり、作成した経

営健全化計画により、人員削減及び人員の適正化を図り、事務の効率化に努めてきまし

た。現在職員の高齢化が進む中、安定かつ持続可能な事業経営を進めるために最適な組

織体制の検討が必要となっています。 

今後は、偏った年齢編成となっている業務については、適正な人員配置を行う等、次

世代への継承と専門知識・技能等の向上を図ることで、体制を維持できるように努めま

す。また、民間への業務委託を拡大する等の検討を含め、技術継承のための研修等の充

実を図ることで対策を行っていきます。 

 

  

総合窓口 
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６．経営の状況 

（１）財政状況 

営業収益・営業費用の内訳 

2017（平成 29）年度の総収益の内訳をみると、全体の 86％が給水収益（水道料金収

入）であり、収益の大半を給水収益が占めています。一方、総費用の内訳は、大阪広域水

道企業団からの受水費が 34％を占めており、次に減価償却費 28%、委託料 9％となって

います。 

減価償却費、人件費、支払利息は、水量の変動に左右されにくい固定費であり、これら

固定費が全体の 42％を占めています。 

固定費は、事業活動の効率化等で削減することが難しく、今後、施設等の合理化（スペ

ックダウン）等や経営の効率化が進まない場合、経営状況が悪化する可能性があります。 

 

   

図表 2-12 総収益と総費用（2017（平成 29）年度） 

職員給与費 196 (8%)

支払利息 154 (6%)

減価償却費 722

(28%)

動力費 42

修繕費 78 (29%)

材料費 3 薬品費 5

委託料 218 (9%)

負担金 60 

受水費 870 (34%)

その他 127 

総費用

2,553百万円

固定費 (42%)

給水収益 2,514

(86%)

その他の営業収益 111

受取利息及び配当金 6

長期前受金戻入 296

雑収益 3

特別利益 2

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

（単位：百万円）

総収益

2,932百万円
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給水収益・経常利益の推移 

給水収益は、節水機器の普及、節水意識の向上等の減少要因があるものの、横ばいに推

移しています。 

一方、経営の効率化や定員の適正化等、コスト削減に努めた結果、経常利益は概ね黒字

傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）企業債残高・資金残高の推移 

企業債残高は、2013（平成 25）年度から 2017（平成 29）年度までの間で約 2.7 億

円増加（74.2 億円から 76.9 億円に増加）しています。今後は設備更新投資等が必要と

なることから、必要資金の増加とともに企業債残高は増加傾向が続くことが見込まれま

す。また、資金残高については、2012（平成 24）年度から他会計（毎年度 1 億円）に

貸付を行っている中で、2014（平成 26）年度はさらに大口の貸付（10 億円）を行った

影響で減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-13 給水収益と経常利益の推移 

図表 2-14 企業債残高と資金残高 
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設備投資等の資金の多くを企業債の発行により賄うことは、将来世代へ負担を繰り延

べることになるため、世代間負担の公平性を考慮しつつ、更新投資に係る資金を計画的

に積み立てていくことが必要です。 

 

  

中央監視制御装置 

メーター倉庫 
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（３）他団体と比較した経営状況 

経営指標について類似団体※と比較を実施しました。 

 

（財務の状況） 

『財務の状況』を示す指標では、「経営の健全性（経常収支比率）」、「料金の水準（料

金回収率及び給水原価）」は良好な数値となっていますが、「資金の余力（事業収益対資

金残高比率）」は類似団体平均を下回っており、「債務の状況（企業債残高対給水収益比

率）」については類似団体平均を上回る状況であるため、企業債残高が多く、資金が少く

なっています。 

 

（施設の状況） 

『施設の状況』を示す指標では、「施設等の効率性（有収率及び施設利用率）」は類似

団体平均を下回っています。 

また、「老朽化の状況」を示す指標のうち、有形固定資産減価償却率を除く、管路経年

化率及び管路更新率は類似団体平均を下回っています。管路経年化率は耐用年数を超え

た管路が延長ベースでどれだけあるかを示した指標であり、本市においては耐用年数を

超えた管路が多いことを表しています。また、老朽化の対策度を示す管路更新率は低

く、今後、管路の更新投資が必要となり多額の費用が見込まれます。一方、有形固定資

産減価償却率は類似団体平均よりも良好です。当該指標は、管路のみならず、配水池等

の施設も含んだ金額ベースの指標となります。つまり、本市の老朽化の状況は水道施設

全体でみれば老朽化は比較的すすんでいないものの、管路については、耐用年数を超え

ているものが多いということを表しています。 

 

（全体） 

本市では、今後、管路の老朽化に対応するため更新投資が増加することが見込まれま

す。そのためには財源の確保が必要となりますが、現時点において資金残高の状況は良

好な水準とはいえない状況であるため、適切な財源確保、財源構成の検討を進めていく

必要があります。 

また、施設利用率を高めるため、施設の効率的な利用及び合理化（スペックダウン）

の検討が必要となります。 
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※類似団体比較の対象として、総務省「経営比較分析表」における類似団体区分 A3（10 万人以上

15 万人未満）かつ受水割合が 80％以上の 21 団体の平均値としています。 

 

経営指標 泉佐野市 類似団体平均 数値の見方 

①経常収支比率 経営の健全性 117.6% 110.3% ▲ 

②事業収益対資金残高比率 資金の余力 30.1% 96.0% ▲ 

③企業債残高対給水収益比率 債務の状況 301.2% 120.5% ▼ 

④料金回収率 料金の水準 114.8% 104.1% ▲ 

⑤給水原価 料金の水準 173.6円/㎥ 178.8円/㎥ ▼ 

⑥施設利用率 施設等の効率性 52.1% 64.9% ▲ 

⑦有収率 施設等の効率性 91.1% 92.6% ▲ 

⑧有形固定資産減価償却率 老朽化の状況 42.7% 46.1% ▼ 

⑨管路経年化率 老朽化の状況 23.8% 16.3% ▼ 

⑩管路更新率 老朽化の状況 0.66% 0.83% ▲ 

（※▲：数値が高い方が良好、▼：数値が低い方が良好 、緑は類似団体より悪化している指標） 

図表 2-16 経営指標の類似団体比較（実績値）（2016（平成 28）年度） 

 

図表 2-15 経営指標の類似団体比較（レーダーチャート）（2016（平成 28）年度） 

 

 
 

施
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状
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第３章 経営の基本理念と基本方針 

１．基本理念 

これまでの拡張事業で整備した多くの水道施設や管路は老朽化が進んでおり、近い将

来に更新及び耐震化が必要となるため、今後の財政状況が一段と厳しくなっていくもの

と見込まれます。しかし、どのような状況下においても、水道事業は安全で良質な水道

水を安定して供給するという責任を果たすべく経営の効率化や健全化に取り組んでいく

必要があります。 

この「泉佐野市水道事業経営戦略」は、「泉佐野市水道ビジョン」に水道事業の理想像

として掲げている「安全で良質な水を安定的に供給し、お客様に信頼される水道事業」

を基本理念に、限られた資金を効率的かつ効果的に活用しながら水道施設や管路を計画

的に更新し、持続可能な水道事業の実現に向けた中長期的な経営の基本計画とします。 

 

２．基本方針 

水道事業の理想像として掲げている「安全で良質な水を安定的に供給し、お客様に信頼

される水道事業」を実現させるためには、施設老朽化等の本市の水道事業を取り巻く厳し

い経営環境を踏まえ、将来にわたり事業を安定的に継続させる「経営戦略」を策定し、こ

れに基づく計画的な経営を行っていくことが重要です。このため、泉佐野市では総務省通

知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」を踏まえた「泉佐野市水道事業経営

戦略」を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組んでいきます。 

 

 



第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

25 

 

第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

１．投資計画 

（１）2028（平成 40）年度までの投資目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の有収率 91.1％は類似団体平均 92.6％を下回っています（第 2 章６．（3）他団

体と比較した経営状況(P22)を参照）。有収率が低い場合、漏水や不明水が多く発生して

いることを示します。この主な要因の一つとして管路が老朽化していることが挙げられ

ますが、管路の老朽化の度合いである管路経年化率は 2013（平成 25）年度に 20.0％だ

ったものが 2017（平成 29）年度には 24.1％と年々増加傾向にあります（第 2 章３．

（２）管路の状況(P11,12)を参照）。また、あわせて管路の耐震化率も低い状況にありま

す。それにもかかわらず P22 で示した通り、管路更新率※は類似団体平均を下回ってお

り（本市：0.66%、類似団体平均：0.83%）、今後は今までよりも管路の更新をスピー

ドアップして行う必要があります。 

こうした状況を踏まえ、管路更新の優先順位を勘案した水道施設・管路の詳細な更新

計画を策定し、管路更新率を 1.3%とし、管路耐震適合率を 50.2％、基幹管路耐震適合

率を 93.3％とするとともに、有収率は類似団体平均を上回る水準である 95%以上とす

ることを投資目標とします。 

 

※管路更新率（％）＝当年度に更新した管路延長÷管路総延長×100 

※類似団体比較の対象として、総務省「経営比較分析表」における類似団体区分 A3（10 万人以

上 15 万人未満）かつ受水割合が 80％以上の 21 団体の平均値としています。  

【重要な投資目標】 

● 有収率を 95％以上とする。 

● 管路更新率を 1.3%とする。 

● 管路耐震適合率を 50.2％、基幹管路耐震適合率を 93.3％以上とする。 
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（２）投資の基本方針 

基本方針 

施設の劣化状況を定期点検等により把握し、適宜、補修を行って維持管理を行い、

長寿命化を図ります。また、施設の更新を計画的・効率的に進めるとともに、更新時

には耐震性や維持管理効率の向上を図ります。 

 

具体的取組の方針 

① 構造物の更新・改良 

 浄水場・配水池等の構造物については、定期的に点検を実施し、劣化状況に応じ

て補修を行い、維持管理を行い、長寿命化を図ります。さらに、老朽化が著しいも

のについては更新を行い、耐震性や維持管理効率の向上を図ります。 

② 管路の更新 

 浄水場・配水場等構造物に付随した場内管路については、構造物の改良・更新を

考慮した上で更新を行うことを基本とし、道路部に布設された場外管路について

は、重要管路や重要給水施設配水管路等の耐震化を実施し、災害に強い管網の整備

を進めていくとともに、漏水修理が多い老朽配水管を優先的に更新して行きます。

また、管路施設については、配水量に応じて管口径をダウンサイジングし、更新費

用の縮減を図り、経営の安定化に努めます。 

③ 機械及び電気設備の更新・改良 

 機械及び電気設備については、定期的な点検を実施し、必要に応じて補修や部品

交換を行い、維持管理を行い、長寿命化を図ります。また、更新にあたっては、耐

用年数によることなく、過去の故障実績や取替実績等を考慮して実施するととも

に、環境への影響を考慮して、より高効率な機器を採用する等機能向上を図りま

す。 

 

更新基準年数 

水道施設を建築、土木、管路、機械及び電気（計装含む）に区分し、法定耐用年数の

1.5 倍（アセットマネジメントにより算出）とする。 

区分毎の法定耐用年数及び更新基準年数は以下の表に示す通りとなる。 
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（単位：年）    

区  分 法定耐用年数 更新基準年数 

建築 50 75 

土木（管路を除く） 60 90 

管路 40 60 

電気（計装含む） 15 22 

機械 15 22 

 

 

（３）計画期間内に実施する固定資産の投資計画 

上述の投資の基本方針及び更新基準を受け、今後 10 年の計画期間内に実施を予定して

いる主な投資は以下の通りです。 

前述（第 2 章６.（3）他団体と比較した経営状況（P22）を参照）のとおり、本市

は、管路経年化率及び管路更新率は類似団体平均よりも指標が良くない状況です。今

後、すでに法定耐用年数を超過している管路等に加え、法定耐用年数が差し迫ってくる

管路の増加が見込まれるため、財源確保を含め、管路等の更新を計画的に行う必要があ

ります。 

・管路：2019（平成 31）年度は約 4km、2020（平成 32）年度以降は毎年約 6km の

更新に努めます。 

・機械及び電気設備：排水処理の脱水機の更新に努めます。 

・構造物：エレベータ設置や浄水施設の耐震化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-1 耐用基準年数 

 

図表 4-2 今後の投資予定額（グラフ） 
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 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

管路 5.5 億円 9.0 億円 8.6 億円 8.6 億円 8.3 億円 

機械及び 

電気設備 

0.4 億円 2.4 億円 2.0 億円 0.2 億円 0.7 億円 

構造物 0.9 億円 ― ― ― 0.4 億円 

合計 6.8 億円 11.4 億円 10.6 億円 8.8 億円 9.4 億円 

 

 

 H36 年度 H37 年度 H38 年度 H39 年度 H40 年度 

管路 8.6 億円 8.8 億円 7.8 億円 7.7 億円 7.9 億円 

機械及び 

電気設備 

0.2 億円 0.2 億円 0.2 億円 1.2 億円 1.2 億円 

構造物 0.5 億円 1.5 億円 1.9 億円 ― ― 

合計 9.3 億円 10.5 億円 9.8 億円 8.9 億円 9.1 億円 

 

 

（４）今後の投資に関する取り組みの内容 

民間のノウハウを活用 

これまで、管路の修理業務、料金徴収、メーター検針、開閉栓業務、窓口業務等の民

間委託を実施してきました。 

今後はこれらに加え、民間への業務委託の拡大を検討します。 

 

施設・設備の合理化（スペックダウン） 

これまで施設・設備更新計画を策定（基本計画、管路更新、配水拠点施設の運用方

針、アセットマネジメント等）し、策定した計画に基づき、施設・設備の更新を実施し

てきました。 

 今後は、上述の計画の更新と経営戦略を鑑みつつ、限られた資金等を効率的かつ効

果的に活用しながら、施設・設備の合理化（スペックダウン）等を進めていきます。 

 

 

 

 

図表 4-3 今後の投資予定額（表） 
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広域化に関する項目 

 水質検査業務の一部内容について共同検査体制に参画し（一部事務組合等）、阪南水

道協議会（13 市町）にて広域化検討部会を定期的に開催しています。 

大阪広域水道企業団との垂直統合や他市との水平統合について検討していきます。 

 

防災・安全対策に関する項目 

大阪広域水道企業団との震災訓練の実施、近隣事業体間での災害時の相互連絡融通管

の整備、広域応援体制の整備等を実施してきました。 

今後は、災害用管路閲覧システムを用いた防災訓練を実施するとともに、各避難所に

組立式給水槽の配備を順次進め、組立式給水槽及び給水車を用いた応急給水訓練の実施

に取り組んでいきます。 

  

加圧式給水車（2018（平成 30）年 12 月購入） 
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２．財政計画 

（１）2028（平成 40）年度までの財政目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017（平成 29）年度の経常収支比率は 115％であり、100％以上であることから単

年度の収支が黒字であることを示しています。今後も、経常収支比率 100％以上を維持

するとともに、さらなる費用削減や更新投資等に充てる財源の確保に努めていきます。 

また、今後、管路等の更新投資が増加していくことが想定されますが、本市の一人当

たり企業債残高は大阪府平均、類似団体平均、泉州他市平均（※）と比較して、高くな

っています。したがって、一定の投資は実施しつつも、企業債残高については、2017

（平成 29）年度末残高 77 億円を 2028（平成 40）年度末時点で 65 億円以下に減少さ

せます。 

その他、資金残高については、運転資金、設備投資資金、震災等の備えるための臨時

資金を確保する必要があり、事業収益対資金残高比率 50%（仮に震災等が起こった場合

でも半年間は資金的に事業を行うことが可能）を目安に、資金残高 12 億円程度を確保す

るよう努めます。 

 

※泉州他市平均は、堺市、高石市、和泉市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉南市、阪南市の 8 市

の平均です。 

 

  

【重要な財政目標】 

● 経常収支比率 100％以上（黒字）を維持する。 

● 企業債残高を 65億円以下とする。 

● 2028（平成 40）年度の事業収益対資金残高比率 50％を目安に資金残高

12億円程度を確保する。 
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（２）財源確保のための取り組みの内容 

料金に関する項目 

本市は、累積赤字を解消するため 2009（平成 21）年に水道料金の値上げを行ってお

り、水道事業の供給単価は類似団体平均、大阪府平均、泉州他市平均と比較して高くな

っています。 

また、料金回収率についても同様に類似団体平均、大阪府平均、泉州他市平均と比較

して高くなっています。 

今後、施設・管路の更新投資費用の増加が見込まれるが、基本的には現在の料金水準

を維持しながら事業運営に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤字の点線は類似団体平均を示しています。 

企業債・資金に関する項目 

「第 2 章 6．（2）企業債残高・資金残高の推移（P20）」で記載の通り、本市の企業

債は 2013（平成 25）年度から 2017（平成 29）年度までの 5 年間で約 2.7 億円増加

しています。また、一人当たりの企業債残高は類似団体平均、大阪府平均、泉州他市平

均と比較して高くなっています。 

今後、管路の老朽化等により更新投資が必要となることから、企業債残高はさらに増

加する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-4 供給単価の類似団体比較 

（2016（平成 28）年度） 

 

図表 4-5 料金回収率の類似団体比較 

（2016（平成 28）年度） 

 

図表 4-6 一人当たり企業債残高の 

類似団体比較（2016（平成 28）年度） 

図表 4-7 事業収益対資金残高比率の 

類似団体比較（2016（平成 28）年度） 
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また、事業収益対資金残高比率（事業収益に対する資金残高の比率）は類似団体平

均、大阪府平均、泉州他市平均と比較して低くなっています。 

今後の更新投資に必要な財源は料金収入と新規の企業債発行で賄う必要があるため、

維持すべき資金残高に留意しながら、2028（平成 40）年時点で企業債残高 65 億円以

下を目指します。 

さらに、震災等が起こった場合でも半年間は資金的に事業を行うことを可能とするた

め、事業収益対資金残高比率 50%を目安に、2028（平成 40）年度時点で資金残高 12

億円程度を確保します。 

 

現有財産の有効活用に関する項目 

施設利用率は類似団体平均、泉州他市平均よりも低くなっています。水需要と施設能

力の乖離が見られる状況であることから、水需要に見合った施設能力を合理化（スペッ

クダウン）し、事業の効率化を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 4-8 施設利用率の類似団体比較 

（2016（平成 28）年度） 
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３．その他の取り組みの内容 

組織・人材・定員及び給与に関する項目 

   安定的かつ持続可能な事業経営のため、民間等への業務委託を進め、組織のスリム化

を図った結果、水道事業の職員数は、2008（平成 20）年度の 36 人から、2017（平成

29）年度には 23 人となり、約 36％の減員となりました。一方で、職員は 40 歳以上の

みで構成されており高齢化の課題が生じています。そのため、職員の技術向上のため研

修の充実や講習会に参加すると共に、ベテラン職員の培ったノウハウ・技術を継承する

ため組織体制の最適化を図っていきます。また、水道事業の業務についての民間への業

務委託の拡大も検討します。 

 

住民サービスの確保及び住民満足度の向上に関する項目 

ホームページ等の広報媒体等を活用し、情報発信の拡充に努めます。 

 

防災・安全対策に関する項目 

これまで本市大防災訓練等を実施し、利用者参加型の給水訓練を実施してきました。

今後は地震等による大規模断水時に備えて、飲料水や生活用水等の備蓄の重要性につい

て、啓発に努めるとともに、本市大防災訓練や草の根防災訓練を引き続き実施していき

ます。 

  

第 4 章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 
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第５章 投資・財政計画 

第 5 章 投資・財政計画 

１．投資・財政計画シミュレーションモデルの作成 

投資・財政計画シミュレーションを実施するにあたり、以下の前提条件により今後 10

年間の財政収支シミュレーションを実施しました。【①現行】では、建設改良費に対する

企業債発行割合を現行水準の 75％で設定し、【②改定】では、企業債発行割合を 45％又

は 20％に設定し、シミュレーションを実施しています。 

＜投資・財政計画シミュレーションの前提条件＞ 

 

  

項  目 前提条件 

収
益
的
収
支 

収
入 

営業収益 

料金収入 

給水人口（※1）×一人当たり有収水量×年間日

数×給水単価（※2）で算定 

※1 第 2 章での給水人口を使用 

※2 過年度の実績を踏まえ算定 

受託工事収益 過年度の実績を踏まえ算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

営業外収益 
長期前受金戻入 第４章での投資計画を踏まえ算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

支
出 

営業費用 

職員給与費 過年度の実績を踏まえ算定 

資産減耗費 過年度の実績を踏まえ算定 

減価償却費 第４章での投資計画を踏まえ算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

営業外費用 
支払利息 

既存債は既発行の企業債残高×過年度の平均利

率で算定、新発債は今後発行の企業債残高×現

在の平均利率で算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

特別損益 
基準改正の影響を取り除き、過年度の実績を踏

まえ算定 

資
本
的
収
支 

収
入 

企業債 

【①現行】新発債は投資を元に算定 

（2019（平成 31）年度以降、建設改良費×

75％） 

【②改定】新発債は投資を元に算定 

（2022（平成 34）年度までは建設改良費×

45％、2023（平成 35）年度以降は建設改良費

×20％） 

他会計補助金 過年度の実績を踏まえ算定 

国（都道府県）補助金 過年度の実績を踏まえ算定 

工事負担金 過年度の実績を踏まえ算定 

その他 貸付金の回収予定金額を踏まえ算定 

支
出 

建設改良費 第４章での投資計画を踏まえ算定 

企業債償還金 償還期間に基づき算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 
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第５章 投資・財政計画 

① 現行の財政収支シミュレーション 

前提条件【①現行:企業債の発行割合を建設改良費の 75％】に基づいて実施した、今

後 10 年間の財政収支シミュレーション結果では資金（現預金）残高は 2018（平成

30）年度に 4 億円程度に減少しているものの、それ以降増加傾向にあり、2028（平成

40）年度には 52 億円まで増加します。また、企業債残高は、2017 年（平成 29）年度

以降、増加傾向が続き、2028（平成 40）年度には 105 億円まで増加し、企業債残高

の抑制が急務であることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、現行の財政収支シミュレーション結果を踏まえ、本市では今後、企業債発行

を抑制していく財政収支シミュレーションを実施しました。 

 

② 企業債残高を抑制した財政収支シミュレーション 

本市の課題である企業債残高を抑制するために、財政目標を維持しつつ前提条件【②

改定:企業債の発行割合を 2022（平成 34）年度までは建設改良費の 45％、2023（平

成 35）年度以降は建設改良費の 20％】に基づいて実施した今後 10 年間の財政収支シ

ミュレーション結果では、資金（現預金）残高は、2028（平成 40）年度には 12 億円

まで増加し、保有すべき資金残高 12 億円を上回っています。また、企業債残高は、

2028（平成 40）年度には 64 億円まで減少します。 

 

 

図表 5-1 【①現行】の財政収支シミュレーションの結果 

（建設改良費、現預金残高、企業債残高） 
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財政シミュレーションの結果、企業債残高は、2028（平成 40）年度には 64 億円と

減少するもののなお高い水準にあります。今後、中長期的に施設・管路等の耐震化や更

新のために高水準の投資額が見込まれるため、企業債発行割合を極力減らせるよう引き

続き、現預金残高に留意し、企業債残高を抑制するための効率的な経営に取り組んでい

く必要があります。 

 

 

● 現預金残高は、保有すべき資金（現預金）残高12億円を確保できます。 

● 企業債残高は、2028（平成40）年度に64億円に減少します。               

（財政目標：2028（平成40）年度時点で65億円以下とする。） 

財政シミュレーション結果 

図表 5-2 【②改定】の財政収支シミュレーションの結果 

（建設改良費、現預金残高、企業債残高） 
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２．収益的収支 

  

投資・財政計画（収益的収支）

年　　　　　　度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （予算） （予算） （将来予測）

１． (A) 2,625,483 2,588,292 2,681,547 2,613,083

(1) 2,514,224 2,504,806 2,591,034 2,509,167

(2) (B) － － －

(3) 111,259 83,486 90,513 103,916

２． 304,698 301,900 301,228 290,706

(1) － － － －

－ － － －

－ － － －

(2) 295,547 292,954 292,699 282,046

(3) 9,151 8,946 8,529 8,660

(C) 2,930,181 2,890,192 2,982,775 2,903,789

１． 2,404,618 2,512,640 2,551,529 2,439,791

(1) 186,363 185,312 163,773 186,568

96,277 97,978 87,606 90,819

14,694 9,991 7,573 12,162

75,392 77,343 68,594 83,587

(2) 1,486,784 1,539,176 1,570,540 1,435,015

44,350 50,028 45,186 46,528

887,483 886,896 886,897 886,918

86,369 105,503 99,528 74,961

2,052 2,758 2,691 2,236

466,530 493,991 536,238 424,373

(3) 731,471 788,152 817,216 818,208

２． 143,100 137,563 126,921 157,018

(1) 142,277 136,763 125,969 156,577

(2) 823 800 952 440

(D) 2,547,718 2,650,203 2,678,450 2,596,809

(E) 382,463 239,989 304,325 306,980

(F) 2,383 333 330 3,655

(G) 5,541 4,630 4,587 3,071

(H) -3,158 -4,297 -4,257 584

379,305 235,692 300,068 307,564

(I) 805,509 414,652 544,684 852,248

(J) 1,679,279 766,362 889,162 1,097,324

263,617 339,505 324,988 342,757

(K) 835,199 858,701 885,843 877,701

528,337 526,125 558,771 562,804

－ － － －

279,783 306,023 299,950 287,762

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 2,625,483 2,588,292 2,681,547 2,613,083

(N)

(O)

(P)

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 収 益

受 水 費

収 入 計

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

修 繕 費

材 料 費

支 出 計

支 払 利 息

そ の 他

動 力 費

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る

解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た

事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た

資 金 不 足 比 率
(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た

資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る

資 金 不 足 の 比 率
(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た

資 金 の 不 足 額

3331 16 20
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（単位:千円,％,税抜）

平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度

（将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測）

2,609,750 2,613,278 2,616,810 2,627,242 2,623,890 2,625,518 2,627,148 2,635,696

2,505,834 2,509,362 2,512,894 2,523,326 2,519,974 2,521,603 2,523,232 2,531,780

－ － － － － － － －

103,916 103,916 103,916 103,916 103,916 103,916 103,916 103,916

288,108 286,034 283,590 282,064 279,180 277,074 265,224 241,933

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

279,448 277,374 274,930 273,404 270,520 268,414 256,564 233,273

8,660 8,660 8,660 8,660 8,660 8,660 8,660 8,660

2,897,858 2,899,311 2,900,400 2,909,306 2,903,070 2,902,592 2,892,371 2,877,628

2,465,751 2,460,326 2,470,867 2,488,145 2,502,029 2,518,294 2,523,266 2,500,682

186,568 186,568 186,568 186,568 186,568 186,568 186,568 186,568

90,819 90,819 90,819 90,819 90,819 90,819 90,819 90,819

12,162 12,162 12,162 12,162 12,162 12,162 12,162 12,162

83,587 83,587 83,587 83,587 83,587 83,587 83,587 83,587

1,435,015 1,435,015 1,435,015 1,435,015 1,435,015 1,435,015 1,435,015 1,435,015

46,528 46,528 46,528 46,528 46,528 46,528 46,528 46,528

886,918 886,918 886,918 886,918 886,918 886,918 886,918 886,918

74,961 74,961 74,961 74,961 74,961 74,961 74,961 74,961

2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236

424,373 424,373 424,373 424,373 424,373 424,373 424,373 424,373

844,168 838,743 849,284 866,562 880,446 896,711 901,683 879,099

150,494 143,482 135,868 127,096 118,783 111,999 105,967 101,505

150,053 143,042 135,428 126,656 118,342 111,558 105,526 101,064

440 440 440 440 440 440 440 440

2,616,245 2,603,809 2,606,736 2,615,242 2,620,812 2,630,292 2,629,233 2,602,187

281,613 295,502 293,664 294,064 282,258 272,300 263,139 275,441

3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655

3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071

584 584 584 584 584 584 584 584

282,196 296,086 294,248 294,648 282,841 272,883 263,722 276,025

1,134,444 1,430,530 1,724,778 2,019,425 2,302,267 2,575,150 2,838,872 3,114,897

1,093,193 1,410,886 1,506,551 1,430,117 1,416,405 1,613,189 1,653,597 1,714,292

342,320 342,782 343,246 344,614 344,174 344,388 344,602 345,723

859,396 815,969 778,562 717,044 656,556 581,960 538,875 524,148

544,499 501,072 463,665 402,147 341,659 267,063 223,978 209,251

－ － － － － － － －

287,762 287,762 287,762 287,762 287,762 287,762 287,762 287,762

2,609,750 2,613,278 2,616,810 2,627,242 2,623,890 2,625,518 2,627,148 2,635,696

108988843 55 66 77 118
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３．資本的収支 

  

  

投資・財政計画（資本的収支）

年　　　　　度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

区　　　　　分 （決算） （予算） （予算） （将来予測）

１． 660,000 885,800 490,800 560,000

－ － － －

２． － － － －

３． － － － －

４． 1,000 1,000 2,430 2,430

５． － － － －

６． － － － －

７． 201 － － －

８． 47,065 87,222 131,682 51,763

９． － 20,000 40,000 260,000

(A) 708,266 994,022 664,912 874,193

(B) － － － －

(C) 708,266 994,022 664,912 874,193

１． 864,715 1,190,240 838,749 1,292,268

45,037 48,464 58,995 47,780

２． 496,580 528,337 526,126 558,772

３． － － － －

４． 100,000 1,100,000 100,000 100,000

５． 31,195 29,483 31,451 26,257

(D) 1,492,490 2,848,060 1,496,326 1,977,297

(E) 784,224 1,854,038 831,414 1,103,104

１． 721,910 1,767,247 513,202 987,582

２． － － － －

３． － － － －

４． 62,314 86,791 318,212 115,522

(F) 784,224 1,854,038 831,414 1,103,104

－ － － －

(G) － － － －

(H) 7,692,094 8,049,557 7,794,731 7,795,959

○他会計繰入金

年　　　　　度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

区　　　　　分 （決算） （予算） （予算） （将来予測）

500 500 2,000 2,000

500 500 2,000 2,000

－ － － －

1,000 1,000 2,430 2,430

1,000 1,000 2,430 2,430

－ － － －

1,500 1,500 4,430 4,430

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資
本
的
収
支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補
塡
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の

財源充当額

純 計 (A)-(B)

資
本
的
支
出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資
本
的
収
入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金
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（単位:千円,税込）

平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度

（将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測）

520,000 420,000 210,000 200,000 230,000 190,000 200,000 200,000

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

51,763 51,763 51,763 51,763 51,763 51,763 51,763 51,763

280,000 300,000 500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 100,000

854,193 774,193 764,193 754,193 584,193 544,193 554,193 354,193

－ － － － － － － －

854,193 774,193 764,193 754,193 584,193 544,193 554,193 354,193

1,196,670 985,134 1,058,437 1,052,301 1,185,686 968,998 1,006,333 1,033,453

49,073 51,558 51,147 49,870 51,174 51,711 49,886 50,564

562,804 544,499 501,072 488,974 438,027 393,539 333,800 302,715

－ － － － － － － －

100,000 100,000 100,000 100,000 － － － －

26,257 26,257 26,257 26,257 26,257 26,257 26,257 26,257

1,885,731 1,655,890 1,685,766 1,667,531 1,649,970 1,388,793 1,366,390 1,362,425

1,031,538 881,697 921,573 913,339 1,065,777 844,600 812,197 1,008,232

924,824 794,439 827,614 819,821 960,253 758,824 722,860 916,491

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

106,714 87,257 93,959 93,517 105,524 85,777 89,337 91,740

1,031,538 881,697 921,573 913,339 1,065,777 844,600 812,197 1,008,232

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

7,753,155 7,628,656 7,337,584 7,048,610 6,840,583 6,637,044 6,503,244 6,400,529

平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度

（将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測）

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

－ － － － － － － －

2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

－ － － － － － － －

4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430
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第６章 経営戦略の事後検証・更新等 

１．経営戦略目標  

（１）経営・財務面の指標 
 

指 標 意 味 
H29 年度 

(実績) 

H35 年度 

(目標) 

H40 年度 

(目標) 
算 式 

経常収支比率 （経営の健全性） 115.0% 111.3% 110.6% 経常収益÷経常費用 

事業収益対資金

残高比率 
（資金の余力度） 31.3% 24.9% 47.7% 

現金・預金残高等の額÷事業収

益 

企業債残高対給

水収益比率 
（債務の重さ） 305.9% 292.0% 252.8% 企業債残高÷給水収益 

料金回収率 （経営の効率性） 111.0% 107.6% 106.5% 供給単価÷給水原価 

給水原価 （経営の効率性） 178.8 円/㎥ 184.4 円/㎥ 186.3 円/㎥ 
（経常費用-受託工事費等-長期

前受金戻入）÷年間総有収水量 

 

（２）事業・施設面の指標 

指 標 意 味 
H29 年度 

(実績) 

H35 年度 

(目標) 

H40 年度 

(目標) 
算 式 

施設利用率 （施設の効率性） 52.9％ 52.9% 52.9% １日平均配水量÷1 日配水能力 

有収率 （施設の効率性） 90.1％ 92.5% 95.0% 総有収水量÷総配水量 

有形固定資産 

減価償却率 
（施設老朽化状況） 43.3% 43.8% 44.3% 

有形固定資産減価償却累計額÷有形固

定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 

管路経年化率 （管路老朽化状況） 24.1% 22.0% 20.5% 
法定耐用年数を経過した管路延長÷管

路総延長 

管路更新率 （管路老朽化対策） 0.59% 1.3% 1.3% 管路更新延長÷管路総延長 

 

（３）災害対応面の指標 

指 標 意 味 
H29 年度 

(実績) 

H35 年度 

(目標) 

H40 年度 

(目標) 
算 式 

配水池耐震率 （配水池耐震化状況） 92.9% 100.0% 100.0% 耐震容量÷全施設容量 

浄水場の耐震化率 （浄水場耐震化状況） 0.0% 0.0% 100.0% 耐震浄水池容量÷全浄水池容量 

管路耐震適合率 （管路耐震化状況） 34.1% 43.3％ 50.2% 耐震適合管路延長÷総管路延長 

基幹管路耐震適合率 （基幹管路耐震化状況） 74.6% 85.0% 93.3% 
基幹耐震適合管路延長÷総基幹

管路延長 
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２．計画の推進の点検・進捗管理の方法  

経営戦略の推進のため、毎年度進捗管理（モニタリング）を行います。 

また、経営戦略の計画期間は 2019（平成 31）年度～2028（平成 40）年度の 10 年

間ですが、５年後の 2023（平成 35）年度に見直し（ローリング）を行う予定です。経

営戦略の投資・財政計画に対する実績との乖離を検証するだけでなく、将来予測や「収

支ギャップ」の解消に向けた取り組み等についても検証し、必要な見直しを行っていき

ます。また、見直しの際に評価・分析を行い、その結果を次の経営戦略等に反映させる

PDCA サイクル「計画の策定（Plan）-実施（Do）-検証（check）-見直し（Action）」

を導入し、目標の達成状況や見直した経営戦略を市民のみなさまへ公表し、更なる経営

の健全化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6-1 PDCA サイクルのイメージ 
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第７章 企業会計のしくみ（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

<３条収支（収益的収支）> 

施設・管路の維持管理にかかる収益と費用です。 

 収益：水道料金とその他の収益 

 費用：水をつくり、送り、施設・管路を管理する経費 

    （減価償却費のように現金支出を伴わない費用も含みます） 

 

<内部留保資金> 

家庭での貯金に該当するものです。 

３条収支の純利益と減価償却費のような現金支出のない費用計上によって生じた資

金を含みます。4 条収支の費用に充当されます。 

 

<４条収支（資本的収支）> 

施設整備への新規投資にかかる収益と費用です。 

 収益：企業債収入、補助金、内部留保資金等 

 費用：施設・管路を新設・改良するための費用 

図表７-１ ３条収支（収益的収支）、内部留保資金及び４条収支（資本的収支）の関連性 
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第８章 用語集  

用 語 説 明 

あ 

アセットマネジメ

ント 

資産を効率的に管理することをいいます。水道事業においては、「水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現する

ために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体に渡って効率的かつ効果的に水道施設を管理運営す

ること」を指します。（本市は、2017（平成28）年2月に策定） 

大阪広域水道

企業団 

大阪府が運営していた水道用水供給事業（水の卸売業）を府に代わり府内42市町村で共同経営するため、2010

（平成22）年11月に設立され、2011（平成23）年４月から府内の市町村に用水供給を行っている組織のことで

す。（一部事務組合） 

か 

拡張事業 人口の増加や市民生活水準の向上、産業の発展に伴い増大する水需要に対応するため、水道施設や管路を整備す

ることで、給水区域を拡大したり、計画給水人口や計画一日最大給水量を増やすことです。 

基幹管路 導水管や送水管など、基幹的な水道管のことです。 

企業債 地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方債（国等から長期で借り入れる借金）

のことです。 

企業団水 大阪広域水道企業団から受水している水道水のことです。 

給水原価 有収水量(漏水等除く水道料金収入となった水量)１㎥当たりについて、どれだけ費用がかかったかを表しています。供給

原価ともいい、計算は次式で算出します。 

{経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯工事費)}÷年間総有収水量 

給水人口 給水区域（給水できる範囲）内に住んでおり、給水を受けている人口です。給水の範囲外からの通勤者や観光客は

給水人口に含まれていません。 

給水収益 水道事業会計における営業収益の一つで、水道事業収益のうち、最も重要な位置を占める収益です。通常、水道料

金として収入となる収益がこれに当たります。 

供給単価 有収水量（漏水等除いた、水道料金となった水量）１㎥当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表します。給

水単価ともいい、計算は次式で算出します。 

給水収益÷年間総有収水量 

給水量 水道の利用者に給水する水量のことです。 

また、一日最大給水量は、年間のうち一日給水量が最大であった日の給水量のことです。 

緊急遮断弁 一定震度を超える地震の揺れ、最大流量、異常な水圧低下を感知すると、配水池の配水弁を自動閉止し、配水管の

損傷による水道水の流出を防止し、応急給水用の水道水を確保するための装置です。 

経営戦略 各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画のことです。その中心と

なる「投資・財政計画」は、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、財源の見通しを試算し

た計画（財源試算）を構成要素とし、投資以外の経費も含めた上で、収入と支出が均衡するよう調整した中長期の

収支計画となっています。 

経常利益 経営上生じる正常な収益や費用のことです。主たる営業活動に関する収益と費用(営業収益と営業費用)、主たる営

業活動以外の収益と費用(営業外収益と営業外費用)があります。 
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減価償却費 固定資産（建物・水道管等）の減価（価値の減少）を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的に負担さ

せる会計上の処理又は手続を減価償却といい、この処理又は手続によって特定の年度の費用とされた固定資産の減価

額を減価償却費といいます。 

健全管路 経過年数が法定耐用年数以内の管路のことです。 

さ 

財源試算 「経営戦略」の中心となる「投資・財政計画」の構成要素のうち、財源の見通しを試算した計画のことをいいます。 

自己水 地下水や河川の表流水等、自治体内の水源から確保している水道水のことです。本市の場合は、市内の大池及び稲

倉池から自己水を確保しています。 

資本勘定支弁

職員 

新たな施設の整備や既存施設の更新を行う業務を担う職員のことです。 

資本的収支 企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良にかかる企業債償還金等の支出とその財源となる収入を

いいます。 

受水 水道事業者が、水道用水供給事業から浄化した水（水道水用水）の供給を受けることをいいます。また、水道事業

者から供給される水を利用者が水槽に受けることも「受水」といいます。 

収益的収支 一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用をいいます。 

収支ギャップ 実質収支（収入と支出の差額）の赤字が発生することです。 

浄水場 浄水処理に必要な設備がある施設のことです。原水の水質により浄水方法は異なります。 

上水道事業 計画給水人口が 5,000 人を超える水道事業のことをいいます。 

水源 水道として利用する水の供給源のことで、河川以外にもダム湖等を指すことがあります。 

水道ビジョン （新水道ビジョン） 

2013 （平成35）年3 月に厚生労働省が策定したもので、「水道ビジョン」を全面的に見直し、50 年後、100 年

後の将来を見据えた新しい水道ビジョンです。（本市は、2018（平成29）年3月に策定） 

（水道ビジョン）  

2004 （平成16）年6 月に厚生労働省が水道の目指すべき方向性について示したもので、水道のあるべき将来像に

ついて、その実現のための施策や工程が明示されています。 

総合計画 市の福祉や都市計画、環境といったすべての計画の基本となる計画のことです。 

損益勘定支弁

職員 

施設の維持管理等を行う業務を担う職員のことです。 

た 

耐震化 地震による影響を最小限にするための対策です。発災前及び発災後の対策に分けることができます。水道では、発災前

における対策として、施設の耐震設計や耐震管の採用、システム面では基幹施設の分散や水源間の相互融通を可能

とする連絡管の整備、電源の異系統化や複数化、自家発電装置の設置、緊急時対応の無線の整備、また配水池に

つながる主配水管の破損が引き起こす貯留水流出による二次災害を防ぎ、非常用の飲料水を確保するための緊急遮

断弁の設置等があげられています。 

地方公営企業 地方公共団体が住民の福祉を増進するために経営する企業。地方公営企業法では、水道事業(簡易水道事業を除

く)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業の7事業を地方公営企業とし、

同法の全部適用事業(法定事業)としている。なお、水道事業には水道用水供給事業を含み、簡易水道事業及び下
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水道事業は除かれる。地方公営企業法は住民福祉の増進(公共性)と独立採算の原則の下、経済性の発揮を経営

の基本原則としている。 

長期前受金戻

入 

固定資産取得のために交付された補助金等について、減価償却見合い分を収益化したものです。 

帳簿原価 帳簿上の価額のことです。 

投資試算 「経営戦略」の中心となる「投資・財政計画」の構成要素のうち、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画のこ

とをいいます。 

は 

配水管 配水池やポンプ施設等の配水施設から個々の使用者に給水する水道管のうち、水道事業者が布設し、維持・管理す

るものをいいます。 

配水池 浄水処理された水道水を貯留し、管路網を通して給配水する施設のことをいいます。通常は標高の高い場所に設置

し、位置エネルギーにより水道水を自然流下させて、配水圧を確保します。 

配水能力 配水施設から配水できる１日当たりの水量のことです。全需要者に対して，必要なときに必要な量の水を供給する必

要があるため、瞬間的な需要に対して対応できる能力が求められる点が送水と異なります。 

配水量 浄水場から送り出される水の量のことです。 

阪南水道協議

会 

公益社団法人日本水道協会大阪府支部管内の各市町村の水道事業体（大阪市を除く。）が属している４つのブロ

ックのうち、阪南ブロックに属する水道事業体で構成される協議会のことです。 

本市の他、堺市・高石市・和泉市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・田尻町・泉南市・岬町が属してい

ます。 

表流水 降雨等により地表に発生する水のたまりや流れ（河川，湖沼，氷河等）のことです。取水が容易で量が確保しやすい

こと等から、もっとも優れた水道水源のひとつです。 

法定耐用年数 地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数のことです。経理上の基準であり、実際に使用できる年数は実

情に応じて変動します。 

法適用 地方公営企業法は、全ての公営企業に一律に適用されるわけではありません。具体的には、水道事業（簡易水道事

業を除く）等の7事業については法の全部の規定が、また、病院事業については財務規定等のみが当然に適用されま

す。その他の事業については、条例により任意に法の全部又は一部（財務規定等）を適用することができます（任意

適用事業）。 

現在、法の規定を適用していない事業（法非適用事業）について、条例により任意に法を適用することを法適用と呼

んでいます。そして、法の全部の規定を適用することを全部適用、財務規定等のみを適用することを財務適用と呼んでい

ます。 

ま 

水需要 水道水の使用見込量のことです。 

や 

遊休施設 本市が所有する施設で現在使用されておらず、かつ今後の利用方法が定まっていない施設のことです。 

有収水量 水道メーターにより計量され、料金収入に結び付く水量のことです。 

有収率 総配水量 のうち、水道料金の徴収対象となる有収水量の割合で、水道事業の効率性を示す。 


